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第１ 農用地利用計画

１ 土地利用区分の方向

（１）土地利用の方向

ア 土地利用の構想

本町は、群馬県の最東南端に位置し、北・東は栃木県、南は埼玉県、西は館林市と

明和町に接しており、渡良瀬川と利根川に挟まれた標高１３ｍ～２５ｍの低地にある

平坦な土地である。また水源となる河川は、板倉川、大箇野川、谷田川の各一級河川

が町の西から東に流れており、山林・原野は極めて少ない。農用地は、町内全域に分

布し、施設野菜・米麦を中心とする水田地帯であり、気候は年平均気温約１５℃、降

水量が少ない地域である。

町のほぼ中央の市街地及び板倉ニュータウン地区を除く大部分が農村地域であり、

ニュータウン事業により急激な人口減少には至っていないが、自然減による緩やかな

人口減が続いている。しかし、東北自動車道館林インターチェンジの近接や鉄道（東

武日光線）による地域ポテンシャルを活かした農業土地利用と調和のとれた業務系土

地利用も推進し、町全体の産業活性化を図る。

産業別就業人口では、令和２年現在では、第１次産業１５．８％、第２次産業３１．

３％、第３次産業５３．０％であり、第１次産業は減少し、第２次産業は横ばいで、

第３次産業は増加で推移していることから、目標年次においては、さらに第１次産業

のシェアが低くなり、第３次産業が高くなることが予想される。

本町の土地利用は、首都圏整備法の都市開発区域の指定を受け、昭和５２年に都市

計画法（昭和 43 年法律第 100 号）による市街化を促進する市街化区域と、市街化を抑

制する市街化調整区域とを区分する線引きを実施している。その後、板倉工業団地の

造成や板倉ニュータウン開発事業等に取り組み、現在、町の総面積４，１８６ｈａの

内、約３９５ｈａが市街化区域となっている。市街化区域を除く３，７８９ｈａが農

業振興地域であり、その内、現況農用地２，１６０ｈａの大部分を農用地区域としている。

当町の農業の基本的な土地利用の構想については、板倉町総合計画（令和 2 年 3 月策定）

及び都市計画マスタープラン（平成 27 年 3 月改定）と調和のとれた土地利用計画とし、工

業団地の拡大及び拠点施設の整備等については、農業的土地利用と整合のとれた適切な土

地利用を図る。また、現況農用地等は原則として将来も農用地等として確保することと

し、他用途へ転用する場合は、集落内の介在農地、市街地周辺の農用地等を充当する

等、農業上の利用と調整を図ることとし、集団的農用地の転用を極力避け、農地集積

等を推進し農業生産の維持及び効率化を図る。

また、農業地利用計画に係る平面図作成にデジタル地図を用いる等デジタル化を積

極的に推進することにより、農用地等の面積や土地利用に関する現況を適切に把握す

ることに努める。
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以上のことをふまえ、当町の土地の移動構想はおおむね次のとおりとする。

単位：ｈａ・％

（注）資料：確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況調査

イ 農用地区域の設定方針

（ア）現況農用地についての農用地区域の設定方針

本地域内にある現況農用地約２，１６０ｈａのうち、ａ～ｃに該当する農用地で、

次の地域、地区（別記農用地利用計画のとおり）及び施設の整備に係る農用地以外

の農用地約１，９２０ｈａについて、農用地区域を設定する方針である。

ａ 集団的に存在する農用地

１０ｈａ以上の集団的な農用地

ｂ 土地改良事業又はこれに準ずる事業（防災事業を除く）の施行に係る区域内にある

土地

ｃ ａ及びｂ以外の土地で、農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図

るためにその土地の農業上の利用を確保することが必要である土地

ただし、ｃの土地であっても、次の土地については農用地区域には含めない。

(ａ) 集落区域内に介在する農用地

該当集落数１６ 当該農用地面積約１９９ｈａ

（ｂ） その他

国道３５４号、主要地方道館林・藤岡線、県道麦倉・川俣停車場線、飯野・海老

瀬線、板倉・籾谷・館林線、除川・板倉線の沿道農地で分家住宅等が開発されてい

る農用地を中心に約４１ｈａとなっている。

なお、農用地区域内の農地のうち荒廃農地を除いた面積は、令和２年現在１，９

０８ｈａであるが、今後、農業振興地域制度の適切な運用と諸施策を通じた農用地

等の保全を推進することにより、令和１２年においては１，８９４ｈａを確保する

区分

年次

農用地 農 業 用

施設用地

森林･原野 住 宅 地 工場用地 そ の 他 計

実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率

現 在

（令和２年）

2,161 57.0 5 0.1 74 2.0 455 12.0 37 1.0 1,057 27.9 3,789 100

目 標
（令和12年）

2,154 56.8 5 0.1 74 2.0 456 12.0 38 1.0 1,062 28.0 3,789 100

増 減 △7 △0.2 1 1 5 0.1
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ことを目標とする。

（イ）土地改良施設等の用に供される土地についての農用地区域の設定方針

本地域内にある土地改良施設のうち、（ア）において農用地区域を設定する方針

とした現況農用地等に介在又は隣接するものであって、当該農用地等と一体的に保

全する必要があるもの及び比較的大規模の土地改良施設用地について、農用地区域

を設定する方針である。

（ウ）農業用施設用地についての農用地区域の設定方針

本地域内にある農業用施設用地のうち、（ア）において農用地区域を設定する方

針とした現況農用地等に介在又は隣接するものであって、当該農用地等と一体的に

保全する必要がある当該農用地等と一体的に保全する必要がある農業用施設用地

５ｈａについて、農用地区域を設定する方針である。

（エ）現況森林、原野等についての農用地区域の設定方針

森林・原野からの農用地等の開発は、当面想定されないので農用地区域は設定

しない方針である。

（２） 農業上の土地利用の方向

ア 農用地等利用の方針

農業生産の目標において本地域で今後重点的に振興すべき作目は、米、麦、野菜、

花き、肉用牛、養豚等である。これらの生産性の向上を促進するため、農用地区域内

の目標年次における農用地面積はおおむね１，８９４ｈａで、これを基本として農業

生産の目標を達成すべく、土地条件や経営条件等の整備や農地中間管理事業等を中心

とする農用地の集積・集約化を促進し土地の効率的利用と規模拡大を図る。本町にお

いては、農用地の大部分が水田として利用され、米麦は、今後も振興すべき作目であ

るが、田、陸田については、水田として利用だけでなく生産量が増加しているキャベ

ツ、レタス、ねぎ等への土地利用転換について推進していく。畑については、きゅう

り等の野菜指定産地となっており、今後も畑としての有効利用に努め、生産性の向上

を図る。また、本町は農用地等の大部分を農用地区域としていることから、新たな土

地改良事業（ほ場再整備）の実施等により農用地区域の持続的な保全を図る。
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単位：ｈａ

（注）（ ）内は農用地区域内の農地のうち、耕地及び作付面積統計において定義する「耕地」

の面積である。

イ 用途区分の構想

本町は、標高１３～２５ｍの平坦な土地であり、地域による土地の形態に差異が少

ない。基盤整備は、町の全域で実施されているため、農用地は町全体に分布している。

水稲は町の中心的作目であり、農用地の大部分は水田として利用されていることから、

今後も、水田としての利用を基本とするが必要に応じた土地利用の転換を推進する。

畑については、陸田として利用されているが、野菜等の生産量も増加し、キャベツ

への転換が図られていることから、今後も土地の有効利用を図り、集約化を進め、生

産性の向上を促進する。

また、町全域における大規模な農業用施設用地については、既に決定されている農

業用施設用地を設定するにとどめる。

ウ 特別な用途区分の構想

該当無し。

２ 農用地利用計画

別記のとおりとする。

区分

地域名

農 地

採 草

放牧地

混 牧

林 地

農 業 用

施設用地

計

森林・

原野等

現

況

(R2)

将

来

(R12)

増

減

現

況

将

来

増

減

現

況

将

来

増

減

現

況

将

来

増

減

現

況

(R2)

将

来

(R12)

増

減

現

況

(R2)

北地区 661

(658)

659

(654)

△2

(△4) 0 0 0 0 0 0 1 1 0
662 660 △2 0

東地区 217

(212)

216

(209)

△1

(△3) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 218 217 △1 0

南地区 427

(423)

427

(420)

0
(△3) 0 0 0 0 0 0 1 1 0

428 428 0 0

西地区 618

(615)

617

(611)

△1

(△4) 0 0 0 0 0 0 2 2 0
620 619 △1 0

計 1,923

(1,908)

1,919

(1,894)

△4

(△14)

0 0 0 0 0 0 5 5 0 1,931 1,924 △4 0
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第２ 農業生産基盤の整備開発計画

１ 農業生産基盤の整備及び開発の方向

本地域の農用地面積は、約２，１６０ｈａで、そのほとんどが勾配１／２，０００

程度である。用途別にみると、水田２，０８８ｈａ、普通畑６９ｈａ、樹園地３ｈａ

となっている。

農用地等のうち３０ａ区画を基本としたほ場整備は、昭和３７年度第１次農業構造

改善事業で峰・大新田北部・板倉西部地区が実施済みである。近年では、板倉川北部・

内郷地区の基盤整備事業が完了している。

前記以外の町内の農用地についても、その大部分で基盤整備を完了しているが、昭

和２０年代、３０年代におけるほ場整備であり、ほとんどが１０ａ区画の施工で、高

性能機械に対応する区画でなく、農道は狭小で水利は用排水兼用であるため、ほ場、

農道及び用排水条件の整備を進め、生産性の向上を図る必要がある。

具体的には、農地の生産性の向上と生産コストの低減を図るため、ほ場再整備、簡

易ほ場整備事業や交換分合事業等を実施し、農地の大区画化や分散した作付地を集約

化などのほ場整備を計画的に実施するとともに、ICT 技術を活用したスマート農業を

実践する農業生産基盤の改善を図る。水田のほ場再整備等の区画については、０．３

～１．０ｈａ区画を基本とする考えである。また、本地域は標高１３～２５ｍ前後の

平坦地であり、低位水田が多いため用排水体系及び農道並びに用排水路については、

ほ場整備との関連性を検討しながら整備・補修・更新を図る。

ほ場再整備については、現在五箇谷地区において土地改良事業を実施中であり、地

域農業従事者の話し合いを進め、持続可能な農業経営及び農地を保全するため、農業

生産基盤の整備を計画的に推進する。

あわせて、農業・農村の持つ多面的機能を維持・発揮する観点から、適切な土地利

用の調整に配慮し、農業生産活動が持続的に行われるよう必要な支援を講じていく。

２ 農業生産基盤整備開発計画

３ 森林の整備その他林業の振興との関連

該当無し。

事業の種類 事業の概要

受益の範囲 地図

番号
備 考

受益地区 受益面積

県営農地整備事業

（経営体育成型）

五箇谷地区

区画整理 五箇谷 104ha １

平成28

～

令和7年
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４ 他事業との関連

該当無し。

第３ 農用地等の保全計画

１ 農用地等の保全の方向

農業者の高齢化、後継者不足等により農用地の有効利用が難しい地域が増加し、さら

に利用条件等が不利な農用地で荒廃農地が増加している。今後、農業委員会、邑楽館林

農業協同組合、農地中間管理機構等の関係機関や認定農業者、集落営農組織、農業法人

等と協力し、再活用のための農業生産基盤整備、簡易ほ場整備事業等を実施して優良農

地の維持、保全、有効利用を図るとともに、担い手への農地の集積・集約化を促進する。

また、平成３０年度より城沼水路整備工事を実施している。

２ 農用地等保全整備計画

３ 農用地等の保全のための活動

認定農業者や集落営農組織、農業法人等の組織経営体の育成・支援を行い、それらの

担い手に農用地の集積を促進し、農業委員会や邑楽館林農業協同組合・農地中間管理機

構と協力し、荒廃農地の早期確認や機能低下防止の指導を行う。また、荒廃農地の利用

意向調査に基づき、農地利用最適化推進委員等による再生活動及び中間管理機構等を活

用した補助事業による荒廃農地の再生、並びに邑楽館林農業協同組合受委託事業連絡協

議会等と連携した農作業受委託により、労働力不足による荒廃農地の改善・防止を図る。

さらに、多面的機能支払交付金等を活用した地域の合意に基づく持続可能な営農体制

を作り、地域の実情に即した農業生産基盤の整備を図るとともに、地域ぐるみの共同活

動を推進し、農地等の保全を図る。

４ 森林の整備その他林業の振興との関連

該当なし。

事業の種類

事業の概要 受益の範囲 地図番号 備考

受益地区 受益面積

農業水利施設保全合理

化事業

城沼水路地区

用水路 籾谷

内蔵新田

A=76ha

（L=0.84km）

１

平成30

～

令和7

年
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第４ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ

総合的な利用の促進計画

１ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向

（１）効率的かつ安定的な農業経営の目標

本地域の農業経営は、米、麦、野菜を中心に資本集約型農業と土地利用型農業の地

域複合型農業経営を行ってきた。特に野菜については、野菜指定産地（冬春きゅうり、

冬春トマト、夏秋きゅうり、夏秋なす、秋冬はくさい）の認定を受け全国有数の野菜

産地を形成している。しかし最近は、農業経営の縮小、農業者の高齢化、生産コスト

の上昇と販売価格の低迷及び後継者不足等、生産条件は困難さを増している。このよ

うな状況の中で、関係機関と協力し、担い手への農地の集積・集約化による農業経営

の合理化を推進するとともに、スマート農業技術等による農作業の効率化や生産性の

向上を図っていく。また、既存施設園芸の作型、品種改善による高収益化や新規作目

の導入を推進する。具体的な農業経営の指標としては、年間農業所得（主たる従事者

１人当たり３７０万円程度／１経営体当たり５８０万円程度）、年間労働時間（主た

る従事者１人当たり２０００時間程度）の水準とし、これらの経営が本町農業の相当

部分を担う農業構造を確立していくことを目指していく。

令和５年１１月改正【農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想】：目標概ね１０年後）

営農類型 目標規模 作目構成 戸数 流動化目標面積

米 ＋ 麦 水田 15ha
水稲 9.0ha
小麦 15ha

１７ １６ha

米麦＋施設

きゅうり

水田 3.2ha
水稲 2.0ha
きゅうり 0.2ha
小麦 3.0ha

７ ８５ha

米＋施設花き 水田 1.35ha
水稲 1.2ha
ｶｰﾈｰｼｮﾝ 0.15ha
ｼｸﾗﾒﾝ 0.15ha

５ ４ha

米＋露地野菜 水田 8.0ha
畑 2.0ha

水稲 8.0ha
ｷｬﾍﾞﾂ 0.2ha

１２５ ２６ha

米＋養豚 水田 5.0ha
繁殖豚 80頭

水稲 5.0ha
種雌豚 80頭
種雄豚 6頭
育成豚 19頭
肥育豚 800頭

１ １ha
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（２） 農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向

効率的かつ安定的で持続性のある経営体を育成するため、町は農業委員会や関係

機関と協力し、中間管理事業等を活用し農用地の担い手等への集積・集約化を推進

する。

今後も野菜を中心とした資本集約型農業と水田稲作地域における土地利用型農業

との地域複合型農業経営を維持発展させるため、担い手等への農用地の集積・集約

化をすすめるため農地の地図情報のシステム化を推進する。

担い手及び地域リーダーの育成と組織体制の強化を図り、農業経営の中心となる

認定農業者や集落営農組織及び法人を育成し、さらなる農地の集積・集約化を推進す

る。

一方、今後、高齢化や担い手不足が進行することを踏まえ、新規就農者、農外か

らの参入企業、中小規模・家族経営の営農維持を推進し、地域農業を支える多様な

農業従事者・経営体が参入しやすい条件を整えながら、農地の流動化に係る対策を

総合的に推進していく。

２ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進を図るための方策

（１） 認定農業者等の育成対策

認定農業者や新規就農者等の担い手を育成するため、関係機関と連携し、地域の

実情に即した集落営農の組織化や法人化を促進するとともに、各種補助事業等を活

用した農業経営基盤の強化や農地の集積により経営の安定を図る。

また、新規就農者の確保・育成には「邑楽館林施設園芸等担い手受入協議会」や

関係機関と連携し、就農相談から就農後の営農指導までを一貫して支援するサポー

ト体制を構築することが重要である。農地については農業委員会や農地中間管理機

構による相談、農業経営や営農指導については邑楽館林農業協同組合・群馬県館林地

区農業指導センターなど関係機関が一体となって新規就農者を支え、将来的には地域

の中心的な経営体となる認定農業者へと育成していく。

（２） 農地の集積・集約化対策

現在は農地中間管理事業を中心に農地の集積・集約化が図られてきており、集積

率６４．７％と比較的高い水準となっている。

今後も、基盤整備事業の実施はもとより、農地耕作条件改善事業等を推進すると

ともに、農地中間管理機構を主として、認定農業者や集落営農組織等の担い手に農

地の集積・集約化を図り、持続性のある生産性の高い農業を促進する。
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（３） 農作業の受委託の促進対策

現在、邑楽館林農業協同組合受委託事業連絡協議会及び生産組織４団体を中心に

作業受委託が行われている。農業が中心の本町においても、兼業化志向、農業従事

者の高齢化や後継者不足が進んでいるため、担い手や生産組織の育成強化等を図り、

安定的な作業受委託の確保等を促進する。

（４） 農業生産組織の活動促進対策

約５６の単位の野菜出荷組合があるが、年々減少しているため維持を図りつつ町、

農業委員会、邑楽館林農業協同組合、農家が一体となって、一貫した計画を持った

集落営農組織等の生産組織の育成を図る。

（５） 地力の維持増進対策

町内の畜産農家戸数の減少に伴い糞尿の排出量も減っている。地力維持増進につ

いては農家が個々において行っているため、関係機関と連携し情報提供等を行い、

今後も適正な処理を行うよう推進していく。

３ 森林の整備その他林業の振興との関連

該当無し。

第５ 農業近代化施設の整備計画

１ 農業近代化施設の整備の方向

米、麦、野菜等を組み合わせた経営が主要な営農類型であるため、米麦の集荷の省力

化及び物流の合理化を目的として、カントリーエレベーターが整備され高い稼働率で推

移している。また、野菜については、鮮度維持による有利販売を目的として野菜予冷施

設が導入されている。今後も農業者の高齢化や後継者不足から、認定農業者等の担い手

への農用地の集積が促進されることにより、カントリーエレベーターの利用が見込まれ

る。

（１） 作目別方向

ア 米

米については、農林水産業・地域の活力創造プランに基づく米政策改革を踏ま

え、主食用米だけではなく、需要拡大が堅調な加工用米等、消費者や実需者から

求められる「需要に応じた多様な米生産」を推進する。また、優良品種の普及等

による良質な米のブランド化及び認定農業者や集落営農等による機械化一貫体

系により省力化と生産性の向上を図るため、引き続きカントリーエレベーターの
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利用を推進する。

イ 麦

麦は現在栽培面積約１７１ｈａと全耕地に占める割合は約６％と低い状況に

あるが、農林水産業・地域の活力創造プランに基づく米政策改革を踏まえ、優良

品種の普及や生産技術の向上により生産の拡大を目指すが、排水不良による湿害

等により、販売価格の低迷、品質の低下に繋がっているため、今後は排水条件の

整備等により営農条件の改良に努めるとともに、引き続きカントリーエレベータ

ーの利用を推進する。

ウ 野菜

本町農業の基幹のひとつである施設野菜については、きゅうりに代表される

ように野菜指定産地の認定も受け全国有数の産地として一定の地位を確立して

いるが、今後さらなる生産技術や労働生産性の向上により高品質野菜の生産を

推進し、地域が一体となり産地銘柄としてのさらなる地位の向上を図るため、

ハウス設備等の近代化を推進する。

また、なす、キャベツ、春菊、大根、にがうり、レタス、ネギ等が栽培され

ている。今後も周年的に栽培でき都市近郊野菜として地位の高いものを推進す

る。併せて省力化を図るため、プラグ苗による育苗、定植機の導入、シルバー

人材センターの活用等を推進する。出荷においては予冷施設の導入が図られて

おり、鮮度保持による有利販売を引き続き推進し、流通においては契約取引の

拡大を推進する。

エ 畜産

畜産農家数自体は減少している状況となっている。今後は、生産コストの低

減と衛生対策が重要なポイントとなってくるので、自給飼料の拡大、施設の高

度化等を推進する。

２ 農業近代化施設整備計画

該当無し。

３ 森林の整備その他林業の振興との関連

該当無し。
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第６ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画

１ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備の方向

農林水産省の農業施策や海外からの農産物の輸入の増加が想定されること等を踏ま

えると、農業経営の合理化や育成・強化を図ることが必要であるが、本町においては、

町独自の農業者を育成する施設等が無いため、群馬県立農林大学校、群馬県館林地区農業

指導センター等を活用し、農業技術、経営管理能力等の習得や指導を受けている。

今後も引き続き、群馬県館林地区農業指導センター等を活用していくとともに、農

業法人等での農業技術研修について、関係機関と連携を取りながら推進していく。

２ 農業就業者育成・確保施設整備計画

該当無し。

３ 農業を担うべき者のための支援の活動

新規就農者の円滑な就農や、経営の安定や改善を図り、規模拡大や利用集積の促進

のために、町・農業委員会・邑楽館林農業協同組合・群馬県館林地区農業指導センタ

ー等が連携し、農業技術指導及び経営指導等を推進する。

また、町農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に即し、町長が認定した認定

新規就農者を対象とした補助事業等の活用を促進する。

４ 森林の整備その他林業の振興との関連

該当無し。

第７ 農業従事者の安定的な就業の促進計画

１ 農業従事者の安定的な就業の促進の目標

２０２０年の農林業センサスによる本町の農業経営体数は７８２経営体であり、こ

のうち法人化している経営体は４経営体、２０ha 以上の大規模経営体数は１２経営

体となっている。

農業従事者の就業の場を確保するには、就業先となる経営体の経営安定化が重要で

あることから、家族経営から法人化を進めるとともに、経営面積の拡大や農業経営の

複合化、６次産業化等を推進し、農業所得を安定的に確保できる経営体の育成を進め

る。

２ 農業従事者の安定的な就業の促進を図るための方策

関係機関と連携して、家族経営から法人化を進めるとともに、経営面積の拡大や農業

経営の複合化、６次産業化等を推進し、農業所得を安定的に確保できる経営体の育成を
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進める。各種補助事業等を活用した農業経営基盤の強化や農地の集積により経営の安

定を図る。

３ 農業従事者就業促進施設

当町においては、岩田流通団地及び板倉ニュータウン産業団地の操業による雇用があ

るが、今後も更なる農業従事者等の地元住民の安定的な雇用を促進するため、地元企業

への就業機会を増やし、兼業による農業経営を行えるよう働きかけを行う。

４ 森林の整備その他林業の振興との関連

該当無し。

第８ 生活環境施設の整備計画

１ 生活環境施設の整備の目標

（１） 安全性

農村集落における通学路の歩道整備など緊急に交通の安全を確保する必要がある

道路について、安全・円滑かつ快適な交通環境づくりを推進する。

防犯については、市街地と農村集落間の道路や集落内道路を中心に防犯灯、街路

灯、通学路や主要交差点を中心に防犯カメラの新設・増設を推進する。

（２） 保健衛生性

生活排水処理は、合併処理浄化槽の普及により汚水処理された水が放流されるた

め、排水路への汚染は減少しているが、未処理のまま排出される家庭雑排水による

公共用水域の汚染もあるため、補助制度を活用し合併処理浄化槽を中心とした生活

排水対策を推進する。

（３） 利便性

集落内道路・農道等については、未改修の狭小なものも多い。近年では農業機械

等の大型化により支障をきたしているので、地域住民との調整を図りながら整備を

推進する。

（４） 快適性

町内には、都市公園が３５箇所整備されている現状である。今後ますます混住化

の傾向も高まっており、やすらぎや心のふれあいの場としても重要な場であるので、

整備・修繕を実施する。

社会福祉については、急速に進展する高齢化への対応が急務であり、介護予防事
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業の充実、社会福祉の充実・整備等を推進する。

（５） 文化性

文化的景観の指定及び渡良瀬遊水地のラムサール条約等、それらの貴重な文化財

を生かした観光・レクリエーションと連携した活用を推進する。

２ 生活環境施設整備計画

該当無し。

３ 森林の整備その他林業の振興との関連

該当無し。

４ その他の施設の整備に係る事業との関連

該当無し。

第９ 付 図

１ 土地利用計画図（付図１号）

２ 農業生産基盤整備開発計画図（付図２号）

３ 農用地等保全整備計画図（付図３号）

別記 農用地利用計画

（１）農用地区域

ア 現況農用地等に係る農用地区域

（２）農業用施設用地

























































































































































































































































































































地区・ 除外する 備考

区域番号 土地

Ｄ－４ 大 字 字 682-1 682-2 684 685 686-1 690-4 725-5

内蔵新田 鹿  見  乙691 691-1 691-3 691-4 691-6 692-1 690-4

 甲693 乙693 693-1 693-2 693-3 693-4 691-1

695-1 695-4 698 699 700-5 700-2 乙691

 711 712-1 712-2 712-5 725-5 775-1 691-6

　  777-1 777-2 777-3 778-1 乙779 779-1 693-1,2,3,4

 779-3 780 781-1 782 乙783 丙783 695-4 H9

 783-1 784-1 785-1 785-2 785-5 786 691-3 H13

787-1 788-1 789 790 791 792
R4農業用
施設

793 794-1 794-2 794-4 795-1 795-2

 796-1 797-1 798-1 　 　 　

大林間 799-1 800 801-1 801-2 802 803

804-1 804-2 805 806-1 806-2 807-1

807-2 808 809-1 809-2 810  

枝  沼 811-1 811-2 811-4 811-5 811-6 811-7

　 811-8 811-9 811-10 811-11 811-12 811-13

 811-14 811-17 811-18 811-20 811-21 811-22

　 811-23 811-24 811-25 811-26 811-27 811-28

　 811-29 811-30 811-31 811-32   　

八反田 429-1 429-3 430-1 431-1 432 433

434 435 436 437 438 439

440 441 442 443 444 445

 446 447 448 449 450 451

452 453 454-1 454-2 455 456

457 458 466 819-1 819-2 820

　 821 822 823 824   　

原  道 458 459 460 461 462 463

464 465 466 467 468 469

470 471-1 471-2 472 473 474

－１４７－













地 区 ・

区域番号

Ｄ－１ 大 字 字 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　  

板　倉 大新田 3411-2300 3388-2 3418-91 3411-1728 　 　  

大同前 1982 　 　 　 　 　  

寄　井

1088
(1457㎡の　　　　　　　
内480㎡）　

Ｄ－２ 岩　田 長　良 2591-4 2663 2647 2648 2649 　  

　 本　合 2265-3 2349-1 2355-1 2356-1

2271-1
(2809㎡の
内37㎡）

2271-1
(2809㎡の
内10㎡）

2373-1
(2820㎡の
内156㎡） 　

骨　稽 1275-2  　

天神下 661-2

Ｄ－３ 籾　谷 向　根 515-4 　 　 　 　 　 　

焼　石 1341 　 　 　 　 　 　

内　原 2333 　 　 　 　 　 　

畑ケ中 1816-1 1817-1

1757-1
(2196㎡の　　　　　　　
内42㎡）　

1799-1
(1788㎡の　　　　　　　
内160㎡）　

1799-1
(1788㎡の　　　　　　　
内198㎡）　

1799-1
(1788㎡の　　　　　　　
内198㎡）　

Ｄ－４ 内蔵新田 原橋下 317 338 　 　

瀧ケ淵 630-1
(743㎡の
内81㎡ 630-3    

－１５３－

区　域　の　範　囲 備考


